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老人保健施設ジョイステイ 

短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）重要事項説明書 
 

１．事業所(名称)の概要（令和 ６年 ８月 １日現在） 

事業所名 トヨタ自動車健康保険組合 老人保健施設 ジョイステイ 

所在地 愛知県豊田市平和町１丁目１番地 

電話番号 ０５６５－２４－０６２０ 

事業所介護保険指定番号 介護老人保健施設（愛知県２３５３０８００１９号） 

施設長(管理者) 届出者を準用 

休日 土・日曜日およびＧＷ・お盆・年末年始の休日 

職員体制 

 常 勤 非常勤 夜 間 

施設長（医師） １ ０ ０ 

薬剤師 ０ １ ０ 

介護支援専門員 ２ ０ ０ 

看護職員 １２ ３ １～２ 

介護職員 ２７ １４ ４～７ 

理学療法士 ６ ０ ０ 

作業療法士 ２ １ ０ 

言語聴覚士 １ ０ ０ 

支援相談員 ４ ０ ０ 

管理栄養士 １ ０ ０ 

事務職員 ４ ０ ０ 

入所定員等 ９０名 〔療養室〕 個室１５室、２人部屋２室、３人部屋１室、４人部屋１７室 

２．介護老人保健施設の目的 

介護老人保健施設は、看護・医学的管理の下での介護や機能訓練、その他必要な医療と日常生活上の 

お世話などの介護サービスを提供することで、１日でも早く家庭での生活に戻ることができるように支援 

することを目的とした施設です。 

 当施設では、この目的に沿って、次の基本理念を定めています。 

 ［基本理念］   支援します！その人らしい生活と家族の笑顔  

 

３．短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）サービスの主な内容 

 短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）は、要介護者（要支援者）の家庭等での生活を 

 継続させるために立案された居宅サービス計画に基づき、当施設を一定期間ご利用いただき、看護、 

 医学管理の下における介護・機能訓練その他必要な医療ならびに日常生活上のお世話を行い、利用 

 者の療養生活の質の向上・その家族の身体的および精神的負担の軽減を図るため提供されます。 

 このサービスを提供するにあたっては、利用者に関わるあらゆる職種の従業者の協議によって、短期入 

 所療養介護（介護予防短期入所療養介護）計画を作成します。計画の作成にあたっては、利用者・ 

 その家族の希望を十分に取り入れ、計画の内容について同意をいただくことになります。 
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４．協力医療機関等 

(Ⅰ)当施設の協力医療機関は次のとおりです。 

 名 称 住所  

 トヨタ自動車株式会社 トヨタ記念病院 愛知県豊田市平和町１丁目１番地  

 ・施設内での対応可能な医療の範囲を超えた場合に、トヨタ記念病院との連携の下で、より適切な 

対応を行う体制を確保します。 

①利用者の病状が急変した場合に、医師又は看護師が相談対応できる体制を常時確保します。 

②診療の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時確保します。 

③利用者の病状の急変が生じた場合等に、当施設医又はトヨタ記念病院の医師が診療を行い、 

  入院を要すると認められた利用者の入院を原則として受け入れる体制を確保します。 

 ・トヨタ記念病院との間で、利用者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催しております。 

なおトヨタ記念病院が受け入れ困難時は、地域の医療機関と相談・調整いたします。 

（Ⅱ）当施設の協力歯科医院は次のとおりです。 

 名 称 住所  

 医療法人志朋会 やまむら総合．歯科医院 愛知県刈谷市井ヶ谷町沼田２１番地  

 ・入所時及び入所後の利用者への定期的な口腔衛生状態、口腔機能の評価の実施、必要な歯科 

治療を提供します。また当施設職員への口腔衛生管理指導、助言等を連携します。 

５．施設利用にあたっての留意点 

 ［面会］平日９：００～１６：００、土・日・公休日など１３：００～１６：００ 

  ・面会時は、１階カウンターの面会カードにご記入ください。 

  ・飲食物の持ち込みはご遠慮ください。特に”生もの“は厳禁です。 

 ［外出・外泊］ 

  ・外出、外泊の場合はご家族でご相談のうえ、事前にお申し出ください。 

 ［外泊時等の施設外での受診］ 

  ・施設サービス利用中の医療機関受診を希望する場合は、必ず支援相談員までご相談ください。 

 ［所持品・備品等の持ち込み］ 

  ・すべての持ち物には名前をご記入ください。 

  ・電気製品を持ち込まれる場合は、必ずお申し出ください。 

 ［金銭・貴重品の管理］ 

  ・金銭、貴重品の紛失、盗難、破損等には責任を負いかねますので、お持ちにならないようお願いします。 

 ［禁止事項］利用者・家族等の以下の行為 

・営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動、他者との物品・金銭のやり取り、などは禁止します。 

６．非常災害対策 

 ・防災設備  スプリンクラー、消火器、消火栓その他  ・防災訓練  年２回 

７．迷惑行為への対応 

 利用中、他利用者や職員にセクシャルハラスメントや暴言・暴力行為があった場合、もしくはその恐れ

が強い場合、また家族等からの同様の行為、当施設に対し解決しがたい要求を繰り返し行い、サービ

ス提供を妨げた場合は、利用停止や退所など契約終了を勧告することがあります。 
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８．要望および苦情等の相談 

 要望や苦情などは、支援相談員にお気軽にご相談ください。 （電話０５６５－２４－０６２０） 

 また、１階ロビーに備えつけられた｢ご意見箱｣もご利用いただけます。 

 なお、行政における相談・苦情窓口は以下のとおりです。 

  ・豊田市 介護保険課               電 話 ０５６５－３４－６６３４ 

  ・愛知県国民健康保険団体連合会       電 話 ０５２－９７１－４１６５ 

  ・愛知県社会福祉協議会運営適正化委員会 電 話 ０５２－２１２－５５１５ 

９．事故発生時の対応 

 万が一、当施設ご利用中に事故が発生した場合は、以下のように対応いたします。 

  ①速やかに救助・応急処置します。(必要に応じて、協力医療機関等に受診) 

  ②事故場所の安全確保（事故の再発防止）に務めます。 

  ③事故発生状況を確認後、支援相談員よりご家族に連絡・説明いたします。 

  ④必要に応じ事故発生報告書を豊田市介護保険課へ提出します。 

１０．虐待防止の対応 

 利用者の人権擁護、虐待発生又はその防止をするため、以下に掲げる事項を実施します。 

①虐待防止委員会を設置し、担当者を配置し、定期的な会や研修を開催します。 

②虐待防止のための指針を整備し、利用者及びその家族からの苦情対応体制を整備します。 

③豊田市介護相談員の受け入れを行う事、必要に応じ成年後見制度の利用支援を行います。 

④必要に応じ虐待の通報届出を豊田市よりそい支援課へ行います。 

１１．介護保険証の確認 

 ご利用のお申込みにあたり、ご利用希望者の介護保険証を確認させていただきます。 
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１２．利用料金  ※介護保険証の負担割合に応じてご負担いただきます。 

 （１）１ヶ月あたりの負担額の目安 

〔短期入所療養介護〕 

〔前提条件〕 ①要介護度３、②多床室（２人・３人・４人部屋）利用、③７日間使用の場合 

 費用項目 施設利用料の総額  

 
□1 介護保険内のサービス基本料金 

 （サービス提供体制、夜勤職員、超強化型の場合） 
８５，３０１円/月  

 □2 自費〔居住費・日用品・食事（３食＋おやつ）〕 １７，６４０円/月  

    

  自己負担の目安額  

 １割負担（□1 ×１０％）＋□2  ２６，１７０円/月  

 ２割負担（□1 ×２０％）＋□2  ３４，７００円/月  

 ３割負担（□1 ×３０％）＋□2  ４３，２３０円/月  

〔介護予防短期入所療養介護〕 

〔前提条件〕 ①要支援２、②多床室（２人・３人・４人部屋）利用、③７日間使用の場合 

 費用項目 施設利用料の総額  

 
□1 介護保険内のサービス基本料金 

 （サービス提供体制、夜勤職員、超強化型の場合） 
６９，６０２円/月  

 □2 自費〔居住費・日用品・食事（３食＋おやつ）〕 １７，６４０円/月  

    

  自己負担の目安額  

 １割負担（□1 ×１０％）＋□2  ２４，６００円/月  

 ２割負担（□1 ×２０％）＋□2  ３１，５６０円/月  

 ３割負担（□1 ×３０％）＋□2  ３８，５２０円/月  

                      ※実際の自己負担額は、ご利用者様のご利用状況によって変動します。 

 （２）-１基本〔短期入所療養介護〕  （１単位＝１０．６８円） 

 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

２人・３人・４人部屋 ９０２単位/日 ９７９単位/日 １，０４４単位/日 １，１０２単位/日 １,１６１単位/日 

個室 ８１９単位/日 ８９３単位/日 ９５８単位/日 １，０１７単位/日 １,０７４単位/日 
 

 （２）-２基本〔介護予防短期入所療養介護〕 

 要支援１ 要支援２ 

２人・３人・４人部屋 ６７２単位/日 ８３４単位/日 

個室 ６３２単位/日 ７７８単位/日 
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 （３）加 算 

内 容 単位数 内 容 単位数 

[01]在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ) ５１単位/日 [07]療養食加算 ８単位/回 

[02]サービス提供体制強化加算(Ⅰ) ２２単位/日 [08]総合医学管理加算 ２７５単位/日 

[03]夜勤職員配置加算 ２４単位/日 [09]緊急時治療管理 ５１８単位/日 

[04]緊急短期入所受入加算 ９０単位/日 [10]重度療養管理加算 １２０単位/日 

[05]個別リハビリテーション実施加算 ２４０単位/日 [11]送迎加算 １８４単位/片道 

[06]認知症ケア加算 ７６単位/日   

 （４）その他の料金 （*印は希望者のみ） 

食 費 

朝食    ３６０円/日 

昼食 
   ７２０円/日 

（楽しみ食提供時、＋１８０円） ご希望により通常食も可能 

おやつ    １２０円/日 

夕食    ６００円/日 

居住費 
２人・３人・４人部屋    ４８０円/日 

個室  １,９００円/日 

日用品等    ３００円/日（内訳：日用品１５０円、教養・娯楽費１５０円） 

療養室料 

(３人・４人部屋は 

不要) 

２人部屋① 

（広さ：１７㎡/人） 
 １,５００円/日 設備：テレビ・洗面所・トイレ・イス・テーブル 

２人部屋② 

（広さ：１１㎡/人） 
 １,３００円/日 設備：テレビ・洗面所・トイレ・イス・テーブル 

個 室 

（広さ：１６㎡） 

 ２,３００円/日 

  

設備：テレビ・洗面所・トイレ・イス・テーブル・ 

大型クローゼット 

入所セットサービス *    ２２０円/日 

洗濯代行サービス * 
 １,５００円/袋  ※初回利用時に ２袋を購入（６００円/2袋） 

 ※クリーニング：実費 

写真代 *     ３０円/枚 

理容代 * 

 男性 女性 

 カット・顔そり ３,０５０円/回 ２,７００円/回 

 カット（丸刈り）・顔そり ２,４５０円/回 － 

 カットのみ ２,０００円/回 ２,１５０円/回 

 カットのみ（丸刈り） １,７００円/回 － 

 顔そりのみ １,７００円/回 １,７００円/回 

地域外送迎料 * 
   ２７５円/片道 

（通所リハビリに準ずる実施地域以外の方が送迎を希望される場合） 

 （５）支払方法 

 金融機関口座自動引き落としとなります。（利用月の翌々月６日引き落とし） 

 


